
■

伊賀市内でＬＰガスを消費するご家庭や企業等の皆様。

令和５年４月使用分から９月使用分まで(６カ月,6回)とする。

（５月検針分から１０月検針支払い分まで）

ＬＰガスご利用のご家庭・企業等

　　　１ガスメーターにつき、４００円／月

※複数メーターを取り付けている場合は、メーター(契約)ごとに

　値引実施を行います。

（裏面へ）

 伊賀市内でＬＰガス（プロパンガス）を

ご利用されているご家庭・企業等の皆様へ　

このほど高騰しているＬＰガス料金に対して、ご家庭や企業等の皆様の

負担を軽減することを目的に、ＬＰガス料金の値引きを行います。

値 引 き 対 象 者

対 象 期 間

値 引 き 額



※値引きは、検針月の請求額が税抜４００円を超えている場合に限り

　ます。

※値引き期間は、令和５年４月使用分から９月使用分までの６カ月

　全体で、４００円 × ６か月＝２，４００円の値引きとなります。

■ 当該補助事業を申請されていないＬＰガス販売事業者と契約し

ているご家庭・企業等の皆様の場合にあっては、当該補助事業

によるＬＰガス料金の値引きを受けることができません。

■ ＬＰガスのメーター販売の皆様に限ります。

■ また、当該補助事業によるＬＰガス料金の値引きを受けるため

のお手続きやお申込みは不要です。

本補助事業に関するお問合せは、ご契約されているＬＰガス販売事業者、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は、下記、補助金センターまでお願い致します。

〒514-0803　津市柳山津興369番地の2

TEL：059-227-6238

FAX：059-229-4648

E-Mail：office@mielpg.or.jp

URL：http://www.mielpg.or.jp/

※受付は、月曜日から金曜日の平日、９時００分から

　１６時３０分まで。

一般社団法人三重県ＬＰガス協会内　補助金センター

【お問合せ】

注 意 事 項


